
 

 - 1 -

伝

え

た

い

思

い

、

二

〇

十

一

年

二

月

十

日

 
民

主

主

義

の

基

本

と

は

 

―

映

画

「

十

二

人

の

怒

れ

る

男

た

ち

」

に

学

ぶ

 

阿

部

敏

勝

（

会

員

）

 

 

一

、

は

じ

め

に

 

 

日

米

安

保

条

約

（

日

米

軍

事

同

盟

）

に

基

づ

く

新

防

衛

大

綱

が

昨

年

十

二

月

の

閣

議

で

決

定

さ

れ

、

国

土

防

衛

の

た

め

の

所

謂

「

基

盤

的

防

衛

力

」

か

ら

海

外

派

兵

を

も

含

む

「

動

的

防

衛

力

の

構

築

へ

」

と

大

転

換

が

打

ち

出

さ

れ

ま

し

た

。

し

か

も

国

会

を

含

む

公

開

の

場

で

の

議

論

は

殆

ん

ど

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

 

そ

こ

で

思

い

出

さ

れ

る

の

が

近

く

リ

バ

イ

バ

ル

上

映

が

予

定

さ

れ

て

い

る

ア

メ

リ

カ

映

画

「

十

二

人

の

怒

れ

る

男

た

ち

」

（

一

九

五

九

度

キ

ネ

マ

句

報

外

国

映

画

賞

第

一

位

）

と

伊

藤

眞

先

生

の

本

「

憲

法

の

力

」

で

す

。

 

 

二

、

映

画

「

十

二

人

の

怒

れ

る

男

た

ち

」

の

梗

概

 

 

一

九

五

〇

年

代

の

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

ス

ラ

ム

街

で

起
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き

た

殺

人

事

件

、

被

疑

者

で

あ

る

少

年

の

ア

リ

バ

イ

を

証

言

し

て

く

れ

る

ひ

と

は

な

く

、

逆

に

複

数

あ

る

状

況

証

拠

並

び

に

目

撃

証

言

の

た

め

有

罪

は

確

実

と

思

わ

れ

て

い

た

の

で

す

が

・

・

・

。

十

二

名

の

陪

審

員

の

中

に

只

一

人

、

少

年

の

無

罪

を

主

張

す

る

者

が

居

り

、

こ

の

男

の

科

学

的

な

説

明

に

「

差

別

と

偏

見

」

一

色

だ

っ

た

会

議

室

の

空

気

も

次

第

に

変

化

、

遂

に

無

罪

の

評

決

が

出

さ

れ

ま

す

。

 

個

人

主

義

の

建

て

前

の

裏

で

全

体

主

義

が

跋

扈

す

る

 

す

る

ア

メ

リ

カ

で

は

勿

論

、

明

治

憲

法

と

教

育

勅

語

で

育

て

ら

れ

た

当

時

の

成

年

日

本

人

に

は

大

変

シ

ョ

キ

ン

グ

な

映

画

で

し

た

 

 

三

、

一

九

六

〇

年

前

後

の

ア

メ

リ

カ

と

日

本

 

 

当

時

の

ア

メ

リ

カ

に

は

「

十

二

人

の

怒

れ

る

男

た

ち

」

の

他

に

も

「

波

止

場

」

「

独

裁

者

」

「

ウ

エ

ス

ト

サ

イ

ド

物

語

」

な

ど

時

代

の

息

吹

き

を

感

じ

さ

せ

る

映

画

が

沢

山

有

り

ま

し

た

が

。

そ

の

陰

に

は

「

米

ソ

冷

戦

」

「

赤

狩

り

」

「

マ

ッ

カ

シ

ー

旋

風

」

な

ど

の

逆

風

が

吹

い

て

お

り

、

前

記

の

映

画

を

作

っ

た

エ
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リ

ア

カ

ザ

ン

、

チ

ャ

ー

リ

イ

チ

ャ

ッ

プ

リ

ン

な

ど

が

そ

の

犠

牲

に

な

り

ま

し

た

。

 

そ

し

て

日

米

政

府

間

で

は

「

双

務

的

軍

事

条

項

」

が

盛

ら

れ

た

「

改

訂

安

保

条

約

」

が

強

行

採

決

さ

れ

た

五

〇

年

後

の

今

も

「

厳

し

い

桎

梏

」

が

続

い

て

お

り

ま

す

。

 

 

四

、

内

容

的

に

も

手

続

的

に

も

憲

法

違

反

の

 

 
 

 
 

 
 

日

米

安

保

条

約

（

日

米

軍

事

同

盟

）

 

 

伊

藤

眞

先

生

が

書

か

れ

た

「

憲

法

の

力

」

に

よ

り

ま

す

と

「

皆

ん

な

が

話

し

合

う

、

皆

ん

な

で

議

論

す

る

、

何

が

正

し

い

か

を

考

え

る

、

こ

れ

が

法

の

世

界

の

基

本

で

あ

り

、

民

主

主

義

の

基

本

」

と

う

こ

と

で

す

。

と

こ

ろ

が

日

米

安

保

条

約

並

び

に

こ

れ

に

附

随

す

る

「

地

位

協

定

」

「

共

同

声

明

」

「

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

」

「

ロ

ー

ド

マ

ッ

プ

」

等

は

い

ず

れ

も

日

本

国

又

は

日

本

人

に

対

し

権

利

の

制

限

、

義

務

の

発

生

を

伴

う

も

の

で

あ

る

に

も

拘

わ

ら

ず

、

前

記

の

通

り

国

会

の

承

認

を

は

じ

め

と

し

た

憲

法

上

の

要

件

（

例

第

七

十

三

条

、

第

八

十

五

条

、

第

九

十

八

条

）

を

満

た

し



 

 - 4 -

て

お

り

ま

せ

ん

。

 
近

代

的

民

主

主

義

国

家

の

一

員

で

あ

る

私

達

に

と

っ

て

は

屈

辱

的

な

こ

と

で

す

。

憲

法

と

日

米

安

保

条

約

の

内

容

上

の

整

合

は

勿

論

、

形

式

的

要

件

に

就

い

て

も

、

法

治

国

家

ら

し

い

や

り

方

を

政

府

に

対

し

て

求

め

て

ゆ

か

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

今

こ

そ

「

十

二

人

の

怒

れ

る

男

た

ち

」

が

必

要

で

す

。

 
 

 

（

以

上

）

 

※

参

考

資

料

 

 

◎

憲

法

の

力

 

伊

藤

眞

 
 

 
 

集

英

社

新

書

 

 

◎

日

米

安

保

条

約

Ｑ

ア

ン

ド

Ａ

 

岩

波

書

店

 

 

◎

映

画

検

定

公

式

ブ

ッ

ク

 
 

 

キ

ネ

マ

旬

報

社

 


